
 

令和８年度宿泊業人材確保サポート業務 

企画競争提案説明書 

 

１　業務名 

令和８年度宿泊業人材確保サポート業務 

 

２　業務の目的 

札幌市は「第２次札幌市観光まちづくりプラン」に基づき、2032年度までに年間

総観光消費額１兆円、延べ宿泊者数を1,580万人の達成を目指している。 

一方、観光客の受入に欠かせない宿泊業界では、コロナ禍以降、慢性的な人手不足

の状況が続いており、今後さらに増加が見込まれる外国人観光客に対応し、「第２次

札幌市観光まちづくりプラン」の目標を達成するためには、この人手不足の解消が急

務である。 

本業務は、市内の宿泊事業者と宿泊業への就労に興味関心がある求職者のマッチン

グを支援することで、人手不足の解消を図り、生産年齢人口の減少が見込まれる中に

おいても宿泊業の持続可能な経営を実現することを目的とする。 

 

３　業務期間 

契約締結日から令和９年（2027年）３月26日(金)まで 

 

４　予算額（事業規模） 

8,300,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

上記予算額は、あくまで事業規模を示したもので、契約金額の上限額となる予定価

格では無いことに留意すること。 

 

５　業務内容 

別紙業務仕様書のとおり 

 

６　企画提案を求める事項 

以下の項目について企画提案書を作成するものとする。 

⑴　実施方針 

本業務の実施に当たっての基本的な考え方、企画の特徴等を明らかにすること。 

⑵　市内での合同就職説明会の実施・出展支援 

ア　想定されるターゲット、実施時期、会場、運営方法等は、業務目的に沿った妥

当なものとすること。 

イ　適切な目標値を設定し、達成のための具体的な工夫を行うこと。 

ウ　事業周知や来場する求職者数の確保のための取組、より多くのマッチング成立

への効果的な取組とすること。 

エ　コンサルティングの内容は参加事業者の採用活動を始めとする人手不足対策に

資する取組とすること。 
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⑶　首都圏等での採用活動への支援 

ア　宿泊事業者による道外での採用活動を支援するための手法を示すこと。 

イ　参加する宿泊事業者数及び求職者とのマッチング数について、それぞれ類似又

は過去の業務等の根拠を示した上で目標値を定め、達成のための具体的な手法を

示すこと。 

ウ　合同就職説明会を行う場合は、概ね⑵の記載内容と同等のものとすること。た

だし、既存の合同就職説明会に札幌市の宿泊事業者の参加枠を設けるものでも可

とする。 

エ　東京都は必ず対象地域に含めること。 

⑷　追跡調査 

参加事業者や参加求職者へのアンケートや、活動後の追跡調査の手法、対象、調

査内容等は、業務目的に沿った妥当なものとすること。 
⑸　実施体制及び実施スケジュール 

ア　業務体制（人員体制を含む。但し、必ずしも氏名を明示する必要はない。）並

びに業務の総括責任者等を示すこと。 

イ　提案者及び業務体制を構成する事業者の会社概要を示すこと。 

ウ　業務のプロセス及びスケジュールを示すこと。 

⑹　過去の業務実績 

提案者が過去に実施した類似業務実績を示し、本業務に活かせると考えられる点

について示すこと。 

⑺　独自提案 

本業務を実施するにあたり、仕様書に具体的に示す事柄以外に、本業務の趣旨に

合致し、かつ大きな効果を見込める独自の取り組み・手法を示すこと。 

⑻　経費の算出 

業務の実施に必要な経費の総額及び内訳を明らかにした見積を示すこと。 

 

７　契約 

公募型企画競争により選定された契約候補者と本市の間で協議が整った場合に、随

意契約により当該業務の契約を締結するものとする。ただし、協議の中で企画提案内

容の一部を変更する可能性がある。 

また、選定された契約候補者との協議が不調に終わった場合、又は、契約候補者が

下記８に該当しないこととなった場合は、実施委員会において次点とされた団体と協

議を行い、協議が整った場合には、随意契約により当該業務の契約を締結する。 

 

８　参加資格 

参加者は、次の要件を全て満たすこと。ただし、下記⑸の要件を満たしていない場

合であっても、その他の要件を満たしている場合は、下記９⑶の必要書面を参加申込

書と同時に提出を行うことで、参加の申し込みを行うことができる。 

2/7 



 

⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であり、かつその者を代理人、支配人、その他の使用人として使用する者で、その

事由の発生の日から申出日までにおいて３年を経過しない者でないこと。 

⑵　会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による

再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の決定後の者は除く。）等経営

状態が著しく不健全でないこと。 

⑶　札幌市競争入札参加停止等措置要領に基づく参加停止措置を受けている期間中で

ないこと。 

⑷　事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が、構

成員単独での入札参加を希望していないこと。 

⑸　札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）に登録されていること。 

⑹　直前１年間において、１期の決算における製造、販売、請負等の実績高がない者

でないこと。 

⑺　不渡手形又は不渡小切手を発行して、銀行当座取引を停止された者で、２年を経

過しない者でないこと。 

⑻　市区町村税、消費税・地方消費税を滞納している者でないこと。 

⑼　札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成25年条例第６号）第２条第２項

に規定する暴力団員又は第７条第１項に規定する暴力団関係事業者その他の反社会

的団体である者又はそれらの構成員が行う活動への関与が認められる者でないこ

と。 

※　複数者が協力して参加する場合、構成員すべてが⑴～⑼を満たす必要がある。ま

た、契約の相手方は代表者とし、他の構成員は協力者となる。 

 

９　参加手続きに関する事項 

⑴　日程 

ア　企画提案の公募開始​ ​ ：令和８年７月６日（月） 

イ　質問受付締切​ ​ ​ ：令和８年７月13日（月）17時必着 

※下記⑵参照 

ウ　参加申込書の提出期限​ ​ ：令和８年７月21日（火）17時必着 

※下記⑶参照 

エ　企画提案書の提出期限​ ​ ：令和８年７月28日（火）12時必着 

※下記⑶参照 

オ　ヒアリング​ ​ ​ ：令和８年７月31日（金）【予定】 

カ　提案事業者への選定結果の通知：令和８年８月上旬【予定】 

※ 提出期限を過ぎた場合は受理しない。 

⑵　質問の受付及び回答 

企画提案を行うにあたり質問がある場合は、上記⑴に記載の提出期限までに、所

定の書面（様式３）に質問の要旨を簡潔に記入し、電子メールで送信すること。電

子メール以外での質問は受け付けない。 

ア　質問に対する回答 
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担当課は、質問を受けた場合は質問者に対し随時回答するとともに、企画提案

を募集するうえで広く周知すべきと判断されるものは、内容を札幌市ホームペー

ジで公表する。 

イ　送付先電子メールアドレス 

kanko@city.sapporo.jp 

※ メールのタイトルは「（団体名）令和８年度宿泊業人材確保サポート業務質問

書」とすること。 

⑶　提出書類 

各種書類は、上記⑴に記載の提出期限までに、担当課へ郵送又は持参により提出

すること。 

参加申込書については電子メールによる提出も可とするが、その場合は、下記15

の担当者宛に電子メールにて提出する旨を申し出ること。また、差出人アドレスは

札幌市競争入札参加資格（物品・役務）に登録されている見積依頼用メールアドレ

スとし、メールのタイトルは「（団体名）令和８年度宿泊業人材確保サポート業務

参加申込書」とすること。 

 

ア　参加申込書（様式１）　１部 

※ 札幌市の競争入札参加資格者名簿に登録がない者は、下表に記載の必要書面も

提出すること。 

 

＜札幌市の競争入札資格者名簿に登録されていないものが提出する書面＞ 

項目 備考 

ア　申出書 様式２ 

イ　登記事項証明書 

現在事項証明または全部事項証明（写し可） 

※参加申込書の提出日から３か月前の日以降に発行

されたもの 

ウ　財務諸表 

（直前２期分） 
貸借対照表、損益計算書 

エ　納税証明書 

（市区町村税） 

本店（契約権限を委任する場合は受任先）の所在地

の市区町村が発行するもの（写し可） 

※参加申込書の提出日から３か月前の日以降に発行

されたもの 

※課税されているすべての税目についての証明を受

けること（札幌市税の場合は「納税証明書（指名

願）」） 

オ　納税証明書 

（消費税・地方消費税） 

未納がない旨の証明書(その３の３)(写し可) 

※参加申込書の提出日から３か月前の日以降に発行

されたもの 

 

イ　企画提案書及び参考見積書　正本：１部、審査用：10部 

・Ａ４縦、両面印刷とし、表紙には上記１の業務名を記載すること。 
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・正本（１部）は、表紙に提案者の社名、担当部門、責任者を明示すること。 

・審査用（10部）は、審査の公平公正を期するため、表紙及び企画提案書内に、

会社名及び会社名を類推できる表現や氏名を一切入れず、別の表現や伏字等で

記載すること。 

ウ　上記イの電子データ（電子メール等により提出すること） 

 

⑷　留意事項 

ア　申込書類の作成・提出に係る費用は申込者の負担とする。 

イ　申込書類に虚偽があった場合は失格とする。 

ウ　提出のあった申込書類は返却しない。 

エ　同一の申込者からの複数の企画提案書の提出は認めない。 

オ　提出期限後の提出、差替え、変更、再提出及び追加を認めない。 

 

１０　選定方法 

本市関係部局の職員等からなる「令和８年度宿泊業人材確保サポート業務企画競争

実施委員会」の審査において、別添「評価項目及び評価基準表」により総合的に審査

し、最も優れた企画提案者を選定する。 

⑴　参加資格の確認 

ア　参加資格については、上記８に基づき確認を行う。 

イ　提案者の数によっては実施委員会委員長の決定により、一次審査（提出書類に

基づく書類審査）を実施する場合がある。 

ウ　参加資格の確認結果及び一次審査の結果は、確定後速やかに企画提案者全員に

通知する。 

⑵　審査 

本市が設置する実施委員会で別に期日を定め、企画提案者（一次審査を実施した

場合は一次審査を通過した企画提案者）によるプレゼンテーション及び評価委員か

らのヒアリングを行う。 

ア　提出書類及びヒアリングに基づき、別添「評価項目及び評価基準表」により総

合的に審査し、実施委員会が定める最低基準点（配点合計の６割）を超え、合計

得点の最も高かった者を契約候補者とする。提案者が一者であった場合は、最低

基準点を超えたときに限り、契約候補者として選定する。 

イ　出席者は総括責任者を含む最大３名までとする。 

ウ　ヒアリングは１企画提案者あたり約25分（提案説明15分、質疑応答10分）を

想定し、個別に行う。 

エ　実施委員会による採点が同点の場合、委員全員の協議により契約候補者を選定

する。 

オ　選定の結果は、企画提案者全員に対して文書により通知する。選定の結果に対

する質問については、原則として文書にて提出すること。 
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⑶　委託相手方の選定及び契約について 

契約は、選定された契約候補者と担当課の間で実際の業務内容や詳細を協議のう

え締結する。 

この協議の中で企画提案内容の一部を変更する可能性があり、企画書の内容すな

わち実際の業務内容ではないことに留意すること。また、契約候補者が上記８のい

ずれかに該当しないこととなった場合、契約を締結しないことがある。契約候補者

との交渉が不調に終わった場合、実施委員会において次点とされた者と交渉する場

合がある。 

 

１１　参加資格等についての申立て 

本企画競争において参加資格を満たさない又は満たさないこととなった等の通知を

受けた日の翌日から起算して10日（札幌市の休日を定める条例で規定する休日を除

く。）以内にその理由等について書面により求めることができる。 

 

１２　評価についての申立て 

企画提案者は自らの評価に疑義があるときは、選定結果に係る通知を受けた日の翌

日から起算して３日（札幌市の休日を定める条例で規定する休日を除く。）以内に、

自らの評価について書面により疑義の申立てを行うことができる。 

 

１３　留意事項 

⑴　以下のいずれかに該当した場合は失格とし、提出された企画提案に関する評価を

行わない、又は、契約候補者としての選定を取り消す。 

ア　提出書類の提出期間、提出場所、提出方法、記載方法等が、本提案説明書及び

各様式にて定めた内容に適合しなかったとき 

イ　企画提案者が審査の公平性を害する行為をおこなったとき 

ウ　企画提案者が不正な利益を図る目的で実施委員会の委員等と接触し、又は、利

害関係を有することとなったとき 

エ　企画提案者が参加資格を満たしていないことが判明し、又は、満たさないこと

となったとき 

オ　企画提案書類に重大な不備や虚偽の記載をしたことが判明したとき 

カ　その他、企画提案者が本提案説明書等に定める手続き、方法等を順守しないと

き 

⑵　企画提案に係る一切の経費については提案者の負担とする。 
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１４　企画提案の著作権等に関する事項 

⑴　企画提案の著作権は各提案者に帰属する。 

⑵　本市が本業務の実施に必要と認めるときは、企画案を本市が利用（必要な改変を

含む）することを許諾するものとする。この場合は、あらかじめ提案者に通知する

ものとする。 

⑶　企画提案者は、本市に対し、提案者が企画提案を創作したこと及び第三者の著作

権、著作者人格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権を侵害する

ものではないことを保証するものとする。 

⑷　企画提案の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じた時

は、企画提案者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ、

本市に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 

⑸　提出された企画案その他本件企画競争の実施に伴い提出された書類について、札

幌市情報公開条例（平成11年条例第41号）に基づき公開請求があったときは、同

条例の定めるところにより公開する場合がある。 

 

１５　問合せ先 

　　〒060-8611　札幌市中央区北１条西２丁目 

　　札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課 担当：松浦、足立 

　　電話：011-211-2376、メールアドレス：kanko@city.sapporo.jp 
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別添 

評価項目及び評価基準表 

 

評価基準点は、「５点：非常に優秀　４点：優秀　３点：普通　２点：やや劣る　

１点：劣る」とし、「評価基準点×係数」により評価点を求めるものとする。 

参加者が一者であった場合は、最低基準点（６０点）を超えた場合に限り、優先交

渉団体とする。 

 

評価項目 評価内容 係数 評価点 

実施方針 

・札幌市の観光に関する基本情報や、宿泊業の業務内容

等に関する理解があるか。 

・採用市場の現状、その中における宿泊業の現状、さら

に札幌市内の宿泊事業者が置かれている人手不足の状

況等に関する知見を十分に有し、現状や課題を的確に

把握しているか。 

４ ２０ 

合同就職説明会 

・想定されるターゲット、実施時期、会場、運営方法等

は、業務目的に沿った妥当なものか。 

・適切な目標値を設定し、達成のための具体的な工夫が

あるか。 

・事業周知や来場する求職者数の確保のための取組、よ

り多くのマッチング成立への効果的な取組となってい

るか。 

・コンサルティングの内容は参加事業者の採用活動を始

めとする人手不足対策に資する取組となっているか。 

４ ２０ 

首都圏等での採用

活動への支援 

・宿泊事業者及び採用希望者双方の実情を踏まえた妥当

な手法となっているか。 

・目標値は、類似又は過去の業務等の根拠を踏まえたも

のとなっているか。 

・目標達成のための工夫はあるか。 

４ ２０ 

追跡調査 
・参加事業者や参加求職者へのアンケートや、活動後の

追跡調査の手法、対象、調査内容等は、業務目的に

沿った妥当なものとなっているか。 

２ １０ 

実施体制・ 

実施スケジュール 

・業務のプロセスが合理的なものとなっているか。 

・スケジュールが履行期間内に十分執行可能なものと

なっているか。 

・本市の求めに応じて、迅速に対応でき、業務を円滑に

進められる体制となっているか。 

２ １０ 

過去の業務実績 
・過去に類似業務に取り組んだ経験があり、十分な業務

実績があるか。 
　２ １０ 

独自提案 
・業務目的を達成するにあたり、独自性のある、有効な

提案となっているか。 
１ ５ 

経費の妥当性 ・提案内容に対して積算額が妥当であるか。 １ ５ 

  計 １００ 

 

 


	令和８年度宿泊業人材確保サポート業務 
	企画競争提案説明書 
	１　業務名 
	２　業務の目的 
	３　業務期間 
	４　予算額（事業規模） 
	５　業務内容 
	６　企画提案を求める事項 
	⑴　実施方針 
	⑵　市内での合同就職説明会の実施・出展支援 
	⑶　首都圏等での採用活動への支援 
	⑷　追跡調査 
	⑸　実施体制及び実施スケジュール 
	⑹　過去の業務実績 
	⑺　独自提案 
	⑻　経費の算出 

	７　契約 
	８　参加資格 
	⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であり、かつその者を代理人、支配人、その他の使用人として使用する者で、その事由の発生の日から申出日までにおいて３年を経過しない者でないこと。 
	⑵　会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の決定後の者は除く。）等経営状態が著しく不健全でないこと。 
	⑶　札幌市競争入札参加停止等措置要領に基づく参加停止措置を受けている期間中でないこと。 
	⑷　事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が、構成員単独での入札参加を希望していないこと。 
	⑸　札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）に登録されていること。 
	⑹　直前１年間において、１期の決算における製造、販売、請負等の実績高がない者でないこと。 
	⑺　不渡手形又は不渡小切手を発行して、銀行当座取引を停止された者で、２年を経過しない者でないこと。 
	⑻　市区町村税、消費税・地方消費税を滞納している者でないこと。 
	⑼　札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成25年条例第６号）第２条第２項に規定する暴力団員又は第７条第１項に規定する暴力団関係事業者その他の反社会的団体である者又はそれらの構成員が行う活動への関与が認められる者でないこと。 
	※　複数者が協力して参加する場合、構成員すべてが⑴～⑼を満たす必要がある。また、契約の相手方は代表者とし、他の構成員は協力者となる。 

	９　参加手続きに関する事項 
	⑴　日程 
	⑵　質問の受付及び回答 
	企画提案を行うにあたり質問がある場合は、上記⑴に記載の提出期限までに、所定の書面（様式３）に質問の要旨を簡潔に記入し、電子メールで送信すること。電子メール以外での質問は受け付けない。 
	ア　質問に対する回答 
	担当課は、質問を受けた場合は質問者に対し随時回答するとともに、企画提案を募集するうえで広く周知すべきと判断されるものは、内容を札幌市ホームページで公表する。 
	イ　送付先電子メールアドレス 
	kanko@city.sapporo.jp 
	⑶　提出書類 
	⑷　留意事項 

	１０　選定方法 
	⑴　参加資格の確認 
	⑵　審査 
	⑶　委託相手方の選定及び契約について 

	１１　参加資格等についての申立て 
	１２　評価についての申立て 
	１３　留意事項 
	⑴　以下のいずれかに該当した場合は失格とし、提出された企画提案に関する評価を行わない、又は、契約候補者としての選定を取り消す。 
	ア　提出書類の提出期間、提出場所、提出方法、記載方法等が、本提案説明書及び各様式にて定めた内容に適合しなかったとき 
	イ　企画提案者が審査の公平性を害する行為をおこなったとき 
	ウ　企画提案者が不正な利益を図る目的で実施委員会の委員等と接触し、又は、利害関係を有することとなったとき 
	エ　企画提案者が参加資格を満たしていないことが判明し、又は、満たさないこととなったとき 
	オ　企画提案書類に重大な不備や虚偽の記載をしたことが判明したとき 
	カ　その他、企画提案者が本提案説明書等に定める手続き、方法等を順守しないとき 
	⑵　企画提案に係る一切の経費については提案者の負担とする。 

	１４　企画提案の著作権等に関する事項 
	⑴　企画提案の著作権は各提案者に帰属する。 
	⑵　本市が本業務の実施に必要と認めるときは、企画案を本市が利用（必要な改変を含む）することを許諾するものとする。この場合は、あらかじめ提案者に通知するものとする。 
	⑶　企画提案者は、本市に対し、提案者が企画提案を創作したこと及び第三者の著作権、著作者人格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権を侵害するものではないことを保証するものとする。 
	⑷　企画提案の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じた時は、企画提案者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ、本市に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 
	⑸　提出された企画案その他本件企画競争の実施に伴い提出された書類について、札幌市情報公開条例（平成11年条例第41号）に基づき公開請求があったときは、同条例の定めるところにより公開する場合がある。 

	１５　問合せ先 

